
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
四
号

森
林
法
施
行
令
別
表
第
三
林
道
の
開
設
に
要
す
る

費
用
の
項
第
六
号
等
に
規
定
す
る
林
道
網
の
枢
要

部
分
と
な
る
べ
き
林
道
の
開
設
又
は
拡
張
の
事
業

に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目

に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う

た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の

保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る

省
令

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一

項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
法
施
行
令
別
表
第
三
林

道
の
開
設
に
要
す
る
費
用
の
項
第
六
号
等
に
規
定
す
る
林

道
網
の
枢
要
部
分
と
な
る
べ
き
林
道
の
開
設
又
は
拡
張
の

事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に

係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手

法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
一
条
　
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第

三
百
四
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

の
一
の
項
の
ト
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

第
一
種
事
業
（
以
下
「
第
一
種
林
道
事
業
」
と
い
う
。
）

に
係
る
環
境
影
響
評
価
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
の
二
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
規
模
（
事
業
の
対
象
と
な
る

林
道
の
幅
員
及
び
延
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
区
域

又
は
構
造
物
等
の
構
造
若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
事
項

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
林
道
事
業
の
種
類
（
森
林
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
百
九
十
三
条
に
規

定
す
る
林
道
の
開
設
又
は
拡
張
の
事
業
の
う
ち
森
林

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六

号
）
別
表
第
三
林
道
の
開
設
に
要
す
る
費
用
の
項
第

六
号
に
規
定
す
る
林
道
に
係
る
も
の
、
同
表
林
道
の

拡
張
に
要
す
る
費
用
の
項
第
一
号
（
二
）
に
規
定
す

る
林
道
に
係
る
も
の
又
は
同
項
第
二
号
（
三
）
に
規

定
す
る
林
道
に
係
る
も
の
の
別
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
第
一
種
林
道
事
業
の
規
模

三
　
第
一
種
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

四
　
林
道
の
設
計
の
基
礎
と
な
る
自
動
車
の
速
度

五
　
主
要
な
構
造
物
の
種
類
及
び
配
置
計
画

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
係
る
検
討
）

第
二
条
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
法
第
三
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に

当
該
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評

価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第

十
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
の
設
定
）

第
三
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
規
模
、
区
域

又
は
構
造
物
等
の
構
造
若
し
く
は
配
置
に
関
す
る
複
数

の
案
（
以
下
「
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
」
と
い
う
。
）

を
適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
区
域
等
に
関
す

る
複
数
案
を
設
定
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
の
設
定
に

当
た
っ
て
は
、
規
模
又
は
区
域
に
関
す
る
複
数
の
案
の

設
定
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
ま
た
、

第
一
種
林
道
事
業
の
実
施
に
伴
う
重
大
な
環
境
影
響
を

回
避
し
、
又
は
低
減
す
る
た
め
に
構
造
物
等
の
構
造
及

び
配
置
が
重
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
の
設
定

に
当
た
っ
て
は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
代
わ
る
事
業
の

実
施
に
よ
り
第
一
種
林
道
事
業
の
実
施
が
想
定
さ
れ
る

区
域
（
以
下
「
第
一
種
林
道
事
業
実
施
想
定
区
域
」
と

い
う
。
）
内
の
森
林
の
整
備
が
促
進
さ
れ
る
場
合
そ
の

他
の
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
案

を
含
め
た
検
討
を
行
う
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
案
を
含
め
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
し
、
当
該
案
を
含
め
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
検
討
に
係
る
事
業
特
性
及
び

地
域
特
性
の
把
握
）

第
四
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に

つ
い
て
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
検
討
を

行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
る
範
囲
内
で
、
当
該
検
討
に

影
響
を
及
ぼ
す
第
一
種
林
道
事
業
の
内
容
（
以
下
こ
の

条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
「
事
業
特
性
」
と
い

う
。
）
並
び
に
第
一
種
林
道
事
業
実
施
想
定
区
域
及
び

そ
の
周
囲
の
自
然
的
社
会
的
状
況
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
十
条
ま
で
に
お
い
て
「
地
域
特
性
」
と
い
う
。
）
に

関
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
事
業
特
性
に
関
す
る
情
報

イ
　
第
一
種
林
道
事
業
実
施
想
定
区
域
及
び
第
一
種

林
道
事
業
の
規
模

ロ
　
第
一
種
林
道
事
業
の
実
施
に
係
る
工
法
、
期
間

及
び
工
程
計
画
の
概
要

ハ
　
主
要
な
構
造
物
の
種
類
及
び
配
置
計
画
並
び
に

林
道
の
供
用
に
伴
い
予
定
さ
れ
る
自
動
車
の
走
行

の
概
要

ニ
　
そ
の
他
の
事
項

二
　
地
域
特
性
に
関
す
る
情
報

イ
　
自
然
的
状
況

（１）
　
気
象
の
状
況

（２）
　
水
象
及
び
水
の
濁
り
の
状
況
（
環
境
基
本
法

（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
環
境
上
の
条

件
に
つ
い
て
の
基
準
（
以
下
「
環
境
基
準
」
と

い
う
。
）
の
確
保
の
状
況
を
含
む
。
）

（３）
　
土
壌
の
状
況

（４）
　
地
形
及
び
地
質
の
状
況

（５）
　
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
、
植
生
及
び
生
態

系
の
状
況

（６）
　
景
観
及
び
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動

の
状
況

（７）
　
一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
の
状
況

（８）
　
そ
の
他
の
事
項

ロ
　
社
会
的
状
況

（１）
　
人
口
及
び
産
業
の
状
況

（２）
　
土
地
利
用
の
状
況

（３）
　
河
川
及
び
湖
沼
の
利
用
の
状
況

（４）
　
交
通
の
状
況

（５）
　
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
つ
い

て
の
配
慮
が
特
に
必
要
な
施
設
の
配
置
の
状
況

及
び
住
宅
の
配
置
の
概
況

（６）
　
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
等
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
及
び
当
該
対

象
に
係
る
規
制
の
内
容
そ
の
他
の
状
況

（７）
　
そ
の
他
の
事
項

２
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前

項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
の
把
握
に
当
た
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
手
可
能
な

新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り

把
握
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
料

の
出
典
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
情
報
に
係
る
過
去
の
状
況
の
推
移
及
び
将
来

の
状
況
に
つ
い
て
予
測
さ
れ
た
結
果
を
把
握
す
る
こ

と
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
）

第
五
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
を

選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
把
握
し
た
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
に
つ
い
て
の
情

報
を
踏
ま
え
、
第
一
種
林
道
事
業
に
伴
う
影
響
要
因

（
環
境
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
当
該
影
響
要
因
に
よ
り
重
大
な
影
響

を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
環
境
要
素
（
環
境
の
構
成
要

素
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
性

に
つ
い
て
客
観
的
か
つ
科
学
的
に
検
討
し
た
上
で
、
当

該
選
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
検
討
は
、
事
業
特
性
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ

る
影
響
要
因
を
、
物
質
の
排
出
、
土
地
の
形
状
の
変

更
、
工
作
物
の
設
置
そ
の
他
の
環
境
影
響
の
態
様
を
踏

ま
え
て
適
切
に
区
分
し
、
当
該
区
分
さ
れ
た
影
響
要
因

ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
工
事
の
実
施
（
第
一
種

林
道
事
業
の
一
部
と
し
て
行
う
第
一
種
林
道
事
業
実

施
想
定
区
域
に
あ
る
工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄
を
含

む
。
）

二
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
後
の

林
道
の
存
在
及
び
当
該
林
道
の
供
用
に
伴
い
予
定
さ

れ
る
自
動
車
の
走
行

三
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
林
道
の
撤
去
又
は
廃
棄

が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
撤
去

又
は
廃
棄

３
　
第
一
項
の
検
討
は
、
次
に
掲
げ
る
環
境
要
素
を
、
法

令
等
に
よ
る
規
制
又
は
目
標
の
有
無
並
び
に
環
境
に
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
影
響
の
重
大
性
を
考
慮
し
て
適
切

に
区
分
し
、
当
該
区
分
さ
れ
た
環
境
要
素
ご
と
に
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持

を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環

境
要
素
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

イ
　
大
気
環
境
（
気
象
、
大
気
質
、
騒
音
、
振
動
そ

の
他
の
大
気
に
係
る
環
境
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（１）
　
大
気
質

（２）
　
騒
音
（
周
波
数
が
二
十
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
か

つ
、
百
ヘ
ル
ツ
以
下
の
音
に
よ
る
も
の
を
含

む
。
第
二
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
（
２
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
超
低
周
波
音
（
周
波
数

が
二
十
ヘ
ル
ツ
以
下
の
音
を
い
う
。
同
号
イ

（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

（３）
　
振
動

1



（４）
　
悪
臭

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
大
気
環
境
に
係
る
環
境
要
素

ロ
　
水
環
境
（
水
象
、
水
質
、
水
底
の
底
質
そ
の
他

の
水
に
係
る
環
境
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（１）
　
水
質
（
地
下
水
の
水
質
を
除
く
。
第
二
十
一

条
第
四
項
第
一
号
ロ
（
１
）
及
び
別
表
第
一
に

お
い
て
同
じ
。
）

（２）
　
水
底
の
底
質

（３）
　
地
下
水
の
水
質
及
び
水
位

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
水
環
境
に
係
る
環
境
要
素

ハ
　
そ
の
他
の
環
境
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

（１）
　
地
形
及
び
地
質

（２）
　
地
盤

（３）
　
土
壌

（４）
　
そ
の
他
の
環
境
要
素

二
　
生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の
体
系
的

保
全
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ

き
環
境
要
素
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

イ
　
動
物

ロ
　
植
物

ハ
　
生
態
系

三
　
人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ
合
い
の
確
保
を
旨
と

し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
景
観

ロ
　
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

四
　
環
境
へ
の
負
荷
の
量
の
程
度
に
よ
り
予
測
及
び
評

価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

イ
　
廃
棄
物
等
（
廃
棄
物
及
び
副
産
物
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

ロ
　
温
室
効
果
ガ
ス
等
（
排
出
又
は
使
用
が
地
球
環

境
の
保
全
上
の
支
障
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五
　
一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
調
査
、
予

測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

放
射
線
の
量

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
段
階
配
慮
事
項
を
選
定

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把

握
し
た
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
に
つ
い
て
の
情
報
を

踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
専
門
家
そ
の
他
の
環
境
影
響
に

関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
（
以
下
「
専
門
家
等
」
と
い

う
。
）
の
助
言
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
専
門
家
等
の
助
言
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
助
言
の
内
容
及
び
当
該
専
門
家
等
の
専
門
分

野
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
当
該
専
門
家
等
の
所
属
機
関
の
種
別
に
つ

い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
を
行

っ
た
と
き
は
、
選
定
の
結
果
を
一
覧
で
き
る
よ
う
整
理

す
る
と
と
も
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
事

項
（
以
下
「
選
定
事
項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
選
定

し
た
理
由
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
予
測
及
び

評
価
の
手
法
）

第
六
条
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項

に
つ
い
て
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
は
、
第
一

種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
踏
ま
え
、
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
及
び
選

定
事
項
ご
と
に
、
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
汚
染
物
質
の
濃
度
そ
の
他

の
指
標
に
よ
り
測
ら
れ
る
環
境
要
素
の
汚
染
又
は
環

境
要
素
の
状
況
の
変
化
（
当
該
環
境
要
素
に
係
る
物

質
の
量
的
な
変
化
を
含
む
。
）
の
程
度
及
び
広
が
り

に
関
し
、
こ
れ
ら
が
人
の
健
康
、
生
活
環
境
又
は
自

然
環
境
に
及
ぼ
す
環
境
影
響
を
把
握
で
き
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
三
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
環
境
要

素
に
係
る
選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
陸
生
及
び
水
生

の
動
植
物
に
関
し
、
生
息
種
又
は
生
育
種
及
び
植
生

の
調
査
を
通
じ
て
抽
出
さ
れ
る
学
術
上
又
は
希
少
性

の
観
点
か
ら
重
要
な
種
の
分
布
状
況
、
生
息
状
況
又

は
生
育
状
況
及
び
学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら

重
要
な
群
落
の
分
布
状
況
並
び
に
動
物
の
集
団
繁
殖

地
そ
の
他
の
注
目
す
べ
き
生
息
地
の
分
布
状
況
に
つ

い
て
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度

を
把
握
で
き
る
こ
と
。

三
　
前
条
第
三
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
代

表
さ
れ
る
生
態
系
の
保
全
上
重
要
な
自
然
環
境
が
存

在
す
る
空
間
全
体
に
対
す
る
影
響
の
程
度
を
把
握
で

き
る
こ
と
。

イ
　
自
然
林
、
湿
原
等
で
あ
っ
て
人
為
的
な
改
変
を

ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
も
の
そ
の
他
改
変
に
よ

り
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

ぜ
い脆

弱
な
自
然

環
境

ロ
　
里
地
及
び
里
山
（
二
次
林
、
人
工
林
、
農
地
、

た
め
池
、
草
原
等
を
含
む
。
）
並
び
に

は
ん氾

濫
原
に

所
在
す
る
湿
地
帯
及
び
河
畔
林
等
の
河
岸
に
所
在

す
る
自
然
環
境
で
あ
っ
て
、
減
少
又
は
劣
化
し
つ

つ
あ
る
も
の

ハ
　
水
源

か
ん涵

養
林
、
防
風
林
、
水
質
浄
化
機
能
を
有

す
る
干
潟
及
び
土
砂
の
崩
壊
を
防
止
す
る
機
能
を

有
す
る
緑
地
等
の
地
域
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を

有
す
る
自
然
環
境

ニ
　
都
市
に
お
い
て
現
に
存
す
る
樹
林
地
そ
の
他
の

緑
地
（
斜
面
林
、
社
寺
林
、
屋
敷
林
等
を
含
む
。
）

及
び
水
辺
地
等
で
あ
っ
て
地
域
を
特
徴
づ
け
る
重

要
な
自
然
環
境

四
　
前
条
第
三
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
景
観
に
関
し
、
眺
望
の

状
況
及
び
景
観
資
源
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
こ
れ

ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度
を
把
握
で
き
る
こ

と
。

五
　
前
条
第
三
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
人
と
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
に
関
し
、
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通

じ
た
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
及
び
日
常
的

な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
が
一
般
的
に
行

わ
れ
る
施
設
又
は
場
及
び
そ
の
利
用
の
状
況
を
調
査

し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度
を
把
握
で

き
る
こ
と
。

六
　
前
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
等
に
関
し
て
は
そ

れ
ら
の
発
生
量
、

終
処
分
量
そ
の
他
の
環
境
へ
の

負
荷
の
量
の
程
度
を
、
温
室
効
果
ガ
ス
等
に
関
し
て

は
そ
れ
ら
の
発
生
量
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
量

の
程
度
を
把
握
で
き
る
こ
と
。

七
　
前
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
事
項
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
の
量
の
変
化
を
把

握
で
き
る
こ
と
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
の
手
法
）

第
七
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に

つ
い
て
の
調
査
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
手
法
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
、
選
定

事
項
に
つ
い
て
適
切
に
予
測
及
び
評
価
を
行
う
た
め
に

必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
選
定
事
項
の
特
性
、
事
業
特

性
及
び
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
当
該
選
定
事
項
に
係
る

予
測
及
び
評
価
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
水
準
が
確
保

さ
れ
る
よ
う
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
調
査
す
べ
き
情
報
　
選
定
事
項
に
係
る
環
境
要
素

の
状
況
に
関
す
る
情
報
又
は
気
象
、
水
象
そ
の
他
の

自
然
的
状
況
若
し
く
は
人
口
、
産
業
、
土
地
利
用
、

水
域
利
用
そ
の
他
の
社
会
的
状
況
に
関
す
る
情
報

二
　
調
査
の
基
本
的
な
手
法
　
国
又
は
第
一
種
林
道
事

業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
（
以
下
第

九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
「
関
係
地
方
公

共
団
体
」
と
い
う
。
）
が
有
す
る
文
献
そ
の
他
の
資

料
を
収
集
し
、
そ
の
結
果
を
整
理
し
、
及
び
解
析
す

る
手
法
。
た
だ
し
、
重
大
な
環
境
影
響
を
把
握
す
る

上
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
専
門
家
等
か
ら

の
科
学
的
知
見
を
聴
取
し
、
な
お
必
要
な
情
報
が
得

ら
れ
な
い
と
き
は
、
現
地
調
査
又
は
踏
査
そ
の
他
の

方
法
（
第
三
項
に
お
い
て
「
現
地
調
査
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
調
査
す
べ
き
情
報
を
収
集
し
、
そ
の

結
果
を
整
理
し
、
及
び
解
析
す
る
手
法

三
　
調
査
の
対
象
と
す
る
地
域
（
次
条
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
「
調
査
地
域
」
と
い
う
。
）
　
第
一
種
林
道

事
業
の
実
施
に
よ
り
選
定
事
項
に
関
す
る
環
境
要
素

に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
地
域
又
は
土
地
の
形
状
が
変
更
さ
れ
る
と
想

定
さ
れ
る
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
そ
の
他
の
調

査
に
適
切
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

２
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
の
基
本
的
な
手
法
の

う
ち
、
情
報
の
収
集
、
整
理
又
は
解
析
に
つ
い
て
法
令

等
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
手
法
が
あ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
等
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
手
法
を
踏
ま
え
、
適
切
な
調
査
の
手

法
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
手
法
の
選
定
に
よ
り
現
地

調
査
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
現
地
調
査
等
の
実
施
に

伴
う
環
境
へ
の
影
響
を
回
避
し
、
又
は
低
減
す
る
た

め
、
で
き
る
限
り
環
境
へ
の
影
響
が
小
さ
い
手
法
を
選

定
す
る
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
手
法
の
選
定
に
当
た
っ
て

は
、
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
た

文
献
名
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
出
自
等
を
明
ら
か
に
で

き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
希
少
な
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
に
関
す
る
情

報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
開
に
当
た
っ
て
種

及
び
場
所
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
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の
希
少
な
動
植
物
の
保
護
の
た
め
の
配
慮
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
予
測
の
手
法
）

第
八
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に

つ
い
て
の
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
予
測
の
手
法
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
、
知
見

及
び
既
存
資
料
の
充
実
の
程
度
に
応
じ
、
選
定
事
項
の

特
性
、
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
当
該
選

定
事
項
に
係
る
評
価
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
水
準
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
及
び
選
定

事
項
ご
と
に
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
測
の
基
本
的
な
手
法
　
環
境
の
状
況
の
変
化
又

は
環
境
へ
の
負
荷
の
量
を
、
第
五
条
第
二
項
各
号
の

区
分
に
応
じ
て
、
事
例
の
引
用
又
は
解
析
そ
の
他
の

手
法
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
定
量
的
に
把
握
す
る

手
法

二
　
予
測
の
対
象
と
す
る
地
域
（
第
三
項
に
お
い
て

「
予
測
地
域
」
と
い
う
。
）
　
調
査
地
域
の
う
ち
か
ら

適
切
に
選
定
さ
れ
た
地
域

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
予
測
の
基
本
的
な
手
法
に

つ
い
て
は
、
定
量
的
な
把
握
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て

は
、
定
性
的
に
把
握
す
る
手
法
を
選
定
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
予
測
の
基
本
的
な
手
法
の
特
徴
及
び
そ
の
適

用
範
囲
、
予
測
地
域
の
設
定
の
根
拠
、
予
測
の
前
提
と

な
る
条
件
そ
の
他
の
予
測
に
関
す
る
事
項
を
、
選
定
事

項
の
特
性
、
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
に
照
ら
し
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
及
び
妥
当
性
を
予
測
の
結
果
と
の
関

係
と
併
せ
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
予
測
の
手
法
を
選

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
お
い
て
新
規
の
手
法
を

用
い
る
場
合
そ
の
他
の
環
境
影
響
の
予
測
に
関
す
る
知

見
が
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
予

測
の
不
確
実
性
の
程
度
及
び
不
確
実
性
に
係
る
環
境
影

響
の
程
度
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

不
確
実
性
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
評
価
の
手
法
）

第
九
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に

つ
い
て
の
評
価
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
予
測
の
結

果
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
域
等
に
関
す
る

複
数
案
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
複
数
案

ご
と
に
、
選
定
事
項
に
つ
い
て
環
境
影
響
の
程
度
を

整
理
し
、
及
び
比
較
す
る
こ
と
。

二
　
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
第
一
種
林
道
事
業
の
実
施
に
よ
り
選
定
事

項
に
係
る
環
境
要
素
に
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
影
響

が
、
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に

よ
り
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
で
き
る
限
り
回
避
さ

れ
、
又
は
低
減
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る

こ
と
。

三
　
国
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
環
境
の
保
全

の
観
点
か
ら
の
施
策
に
よ
っ
て
、
選
定
事
項
に
係
る

環
境
要
素
に
関
し
て
基
準
又
は
目
標
が
示
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
又
は
目
標
と
調
査
及
び
予

測
の
結
果
と
の
間
に
整
合
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
号
に
掲
げ
る
手
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
当
該
基
準
又
は
目
標
に
照
ら
す
こ
と
と
す
る
考

え
方
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

ロ
　
工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
長
期
間
に
わ
た
り
影

響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
環
境
要
素
で
あ
っ

て
、
当
該
環
境
要
素
に
係
る
環
境
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
環
境
基
準
と

調
査
及
び
予
測
の
結
果
と
の
間
に
整
合
が
図
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
も
の

五
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
以
外

の
者
が
行
う
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
の
効
果
を

見
込
む
場
合
に
は
、
当
該
措
置
の
内
容
を
明
ら
か
に

で
き
る
よ
う
に
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
。

（
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
手
法
選
定
に
当
た

っ
て
の
留
意
事
項
）

第
十
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に

つ
い
て
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
手
法
」
と
い
う
。
）
を
、
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性

に
つ
い
て
の
情
報
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
専
門
家
等

の
助
言
を
受
け
て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
専
門
家
等
の
助
言
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
助
言
の
内
容
及
び
当
該
専
門
家
等
の
専
門
分

野
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
当
該
専
門
家
等
の
所
属
機
関
の
種
別
に
つ

い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て

の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
結
果
、
区
域
等
に
関
す
る

複
数
案
の
そ
れ
ぞ
れ
の
案
の
間
に
お
い
て
選
定
事
項
に

係
る
環
境
要
素
に
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
影
響
に
著
し
い

差
異
が
な
い
場
合
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
必
要
に
応
じ
計
画
段
階
配
慮
事
項
及
び
手
法
の
選

定
を
追
加
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
手

法
の
選
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
選
定
し
た
手
法
及
び
選

定
の
理
由
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
計
画
段
階
環
境
配
慮
書
に
係
る
意
見
の
聴
取
に
関
す

る
指
針
）

第
十
一
条
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
法
第
三
条
の
七
第

二
項
の
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
に
当
た

っ
て
関
係
す
る
行
政
機
関
及
び
一
般
の
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
場
合
の
措
置
に
関
す
る
指

針
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
一
般
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
十
二
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

が
、
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
計
画
段
階
環
境
配
慮
書

（
以
下
「
配
慮
書
」
と
い
う
。
）
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ

い
て
法
第
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
意
見
を
求
め

る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び

一
般
の
意
見
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
当

該
意
見
を
求
め
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
意
見
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
林

道
事
業
の
計
画
の
立
案
が
段
階
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
立
案
の
過
程
に
お
い
て
、
第
一
種

林
道
事
業
に
係
る
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て

関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
一
般
の
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
の
意
見
を
複
数
回
求
め
る
よ
う
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

３
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
第

一
種
林
道
事
業
に
係
る
配
慮
書
の
案
に
つ
い
て
法
第
三

条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
意
見
を
求
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
ま
ず
一
般
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意

見
（
以
下
「
一
般
の
意
見
」
と
い
う
。
）
を
求
め
、
次

に
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
の
意
見
（
以
下
「
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意

見
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

４
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
第

一
種
林
道
事
業
に
係
る
配
慮
書
に
つ
い
て
、
法
第
三
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
意
見
を
求
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
法
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣

へ
の
送
付
を
し
た
後
、
速
や
か
に
、
関
係
地
方
公
共
団

体
の
長
の
意
見
及
び
一
般
の
意
見
を
同
時
に
求
め
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
十
三
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
一
般
の
意
見

を
求
め
る
と
き
は
、
当
該
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
を

作
成
し
た
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
、
当
該

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
上
の
期
間

を
定
め
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏

名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
第
一
種
林
道
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

三
　
第
一
種
林
道
事
業
実
施
想
定
区
域

四
　
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
の
縦
覧
等
の
方
法
及
び

期
間

五
　
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨

六
　
前
号
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
そ
の
他

意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の

う
ち
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
官
報
へ
の
掲
載

二
　
関
係
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
、
関
係
都
道
府
県

の
公
報
又
は
広
報
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
。

三
　
関
係
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、
関
係
市
町
村
の
公

報
又
は
広
報
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
。

四
　
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ

の
掲
載

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
を

縦
覧
に
供
す
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
の
う
ち
か

ら
、
で
き
る
限
り
縦
覧
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
の
事

務
所

二
　
関
係
地
方
公
共
団
体
の
協
力
が
得
ら
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
庁
舎
そ
の
他
の

関
係
地
方
公
共
団
体
の
施
設

3



三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
林
道
事

業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
利
用
で
き
る
適
切
な

施
設

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
の

公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
適
切
な
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

二
　
関
係
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
関
係
地
方

公
共
団
体
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
。

５
　
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の

見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
、
第
一
項
の
第
一
種

林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
定
め
る
期
間
内

に
、
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
意
見
書
の
提
出
に

よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住

所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
配
慮
書
の
案
又
は

配
慮
書
の
名
称

三
　
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保

全
の
見
地
か
ら
の
意
見

（
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
十
四
条
　
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
関
係
地
方
公

共
団
体
の
長
の
意
見
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記

載
し
た
書
面
に
、
当
該
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
並
び

に
当
該
配
慮
書
の
案
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
一

般
の
意
見
を
求
め
た
場
合
に
は
当
該
意
見
の
概
要
及
び

当
該
意
見
に
対
す
る
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
者
の
見
解
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
関
係

地
方
公
共
団
体
の
長
に
送
付
し
、
当
該
書
面
の
送
付
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
上
の
期
間
を
定
め

て
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲

で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
同
項
の
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
者
が
定
め
る
期
間
内
に
、
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書

に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に

よ
り
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、

期
間
を
定
め
て
、
配
慮
書
の
案
又
は
配
慮
書
に
つ
い
て

第
一
種
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で

あ
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
環

境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
市
町
村
長
の
意
見
を
勘

案
す
る
と
と
も
に
、
第
一
項
の
一
般
の
意
見
の
概
要
及

び
当
該
意
見
に
対
す
る
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ

う
と
す
る
者
の
見
解
を
記
載
し
た
書
類
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
意
見
及
び
見
解
に
配
意

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
の
全
部
が
一
の
法
第
十
条

第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

場
合
は
、
当
該
市
の
長
が
、
第
一
項
の
書
面
の
送
付
を

受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
者
が
定
め
る
期
間
内
に
、
第
一
種
林
道

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
配
慮
書
の
案

又
は
配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意

見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

６
　
配
慮
書
に
つ
い
て
第
二
項
又
は
前
項
の
書
面
の
提
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
種
林
道
事
業
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
速
や
か
に
農
林
水
産
大
臣
に
当
該
書
面

を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
事
業
の
届
出
）

第
十
五
条
　
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
ト
の
第
三
欄
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

第
二
種
事
業
（
以
下
「
第
二
種
林
道
事
業
」
と
い
う
。
）

に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別

記
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
事
業
の
判
定
の
基
準
）

第
十
六
条
　
第
二
種
林
道
事
業
に
係
る
法
第
四
条
第
三
項

（
同
条
第
四
項
及
び
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
判
定
に
つ

い
て
は
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
次
に
掲
げ
る
要
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
影
響
の
程
度

が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の

と
す
る
。

一
　
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
技
術
、
工
法
そ
の

他
の
事
業
の
内
容
に
よ
り
、
同
種
の
一
般
的
な
事
業

と
比
べ
て
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る

お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
。

二
　
地
域
の
自
然
的
社
会
的
状
況
に
関
す
る
入
手
可
能

な
知
見
に
よ
り
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
実
施
さ

れ
る
べ
き
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
次
に
掲
げ
る
施

設
、
地
域
そ
の
他
の
対
象
が
存
在
し
、
又
は
存
在
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
、
か
つ
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
の
内
容
が
当
該

対
象
の
特
性
に
応
じ
て
特
に
配
慮
す
べ
き
環
境
要
素

に
係
る
相
当
程
度
の
環
境
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
。

イ
　
学
校
、
病
院
、
住
居
が
集
合
し
て
い
る
地
域
、

水
道
原
水
の
取
水
地
点
そ
の
他
の
人
の
健
康
の
保

護
又
は
生
活
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
が
特

に
必
要
な
施
設
又
は
地
域

ロ
　
人
為
的
な
改
変
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
自

然
環
境
、
野
生
生
物
の
重
要
な
生
息
地
若
し
く
は

生
育
地
又
は
第
六
条
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
重
要
な
環
境
要
素
が
存
在
す
る
地
域

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
定
の
環

境
要
素
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
や
す
い
と
認
め

ら
れ
る
対
象

三
　
当
該
第
二
種
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

又
は
そ
の
周
囲
に
次
に
掲
げ
る
一
定
の
環
境
要
素
に

係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
法
令
、
条
例
又
は

法
第
五
十
三
条
の
行
政
指
導
等
（
以
下
「
法
令
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対

象
が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該
第
二
種
林
道
事
業
の
内

容
が
当
該
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の
環
境
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

イ
　
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
国
立
公
園
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
国
定
公
園
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県
立
自
然
公
園
の

区
域

ロ
　
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
、
同
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
自
然
環

境
保
全
地
域
又
は
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県
自
然
環
境
保
全

地
域

ハ
　
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関

す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記

載
さ
れ
た
自
然
遺
産
の
区
域

ニ
　
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
（
同
法
第
二

十
五
条
第
一
項
第
八
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号

に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
区
域

ホ
　
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
緑
地
保

全
地
域
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
区
域

ヘ
　
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五

号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
生
息
地
等
保
護
区
の
区
域

ト
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ

れ
た
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

チ
　
特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な

湿
地
に
関
す
る
条
約
第
二
条
１
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
湿
地
の
区
域

リ
　
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三

百
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
護
水
面
の
区
域

ヌ
　
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
名
勝
（
庭
園
、
公
園
、
橋

り
よ
う

梁

及
び
築
堤

に
あ
っ
て
は
、
周
囲
の
自
然
的
環
境
と
一
体
を
な

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
天
然
記
念
物

（
動
物
又
は
植
物
の
種
を
単
位
と
し
て
指
定
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
種
及
び
標
本
を
除

く
。
）

ル
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
項

第
七
号
の
風
致
地
区
の
区
域

ヲ
　
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
一
定

の
環
境
要
素
に
係
る
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て

法
令
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
方
法
書
の
作
成
）

第
十
七
条
　
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
ト
の
第
二
欄
又
は

第
三
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
対
象
事
業
（
以
下
「
対
象
林
道
事
業
」
と

い
う
。
）
に
係
る
事
業
者
（
以
下
単
に
「
事
業
者
」
と

い
う
。
）
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

方
法
書
（
以
下
「
方
法
書
」
と
い
う
。
）
に
法
第
五
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
内
容
を
記
載

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
林
道
事
業
の
種
類

二
　
対
象
林
道
事
業
の
規
模

三
　
対
象
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
（
以
下

「
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。
）

四
　
林
道
の
設
計
の
基
礎
と
な
る
自
動
車
の
速
度

五
　
主
要
な
構
造
物
の
種
類
及
び
配
置
計
画

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
林
道
事
業

の
内
容
に
関
す
る
事
項
（
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内

容
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更

に
よ
り
環
境
影
響
が
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
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２
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
方
法
書
に
法
第

五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
入
手
可
能
な

新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料

に
よ
り
把
握
し
た
結
果
（
当
該
資
料
の
出
典
を
含
む
。
）

を
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
区

分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
方
法
書
に
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
項
の
事
項
に
つ
い
て

把
握
し
た
結
果
を
記
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
概

要
を
適
切
な
縮
尺
の
平
面
図
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
方
法
書
に
法
第

五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
調

査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
を
選
定
し
た
理
由
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び

評
価
の
手
法
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
専
門
家
等
の
助
言

を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
助
言
の
内
容
及
び
当
該
専

門
家
等
の
専
門
分
野
を
併
せ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
専
門
家
等
の
所
属
機
関
の
種

別
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

５
　
事
業
者
は
、
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
二
以

上
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
併
せ
て
方
法
書
を
作
成
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
方
法
書
に

お
い
て
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
地
域
）

第
十
八
条
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
地
域
は
、
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
及
び
既
に
入

手
し
て
い
る
情
報
に
よ
っ
て
一
以
上
の
環
境
要
素
に
係

る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

地
域
と
す
る
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
に
関
す
る
指
針
）

第
十
九
条
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
法
第
十
一
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項

目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た

め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
次

条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
等
の
選
定
に
係
る
事
業
特
性

及
び
地
域
特
性
の
把
握
）

第
二
十
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影

響
評
価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法

を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
段
階
配
慮
事
項
の

検
討
の
経
緯
等
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
当
該
選
定

を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
る
範
囲
内
で
、
当
該
選
定

に
影
響
を
及
ぼ
す
対
象
林
道
事
業
の
内
容
（
以
下
「
事

業
特
性
」
と
い
う
。
）
並
び
に
対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
囲
の
自
然
的
社
会
的
状
況
（
以
下
「
地

域
特
性
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を

把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
特
性
に
関
す
る
情
報

イ
　
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
及
び
対
象
林
道
事
業

の
規
模

ロ
　
対
象
林
道
事
業
の
実
施
に
係
る
工
法
、
期
間
及

び
工
程
計
画
の
概
要

ハ
　
主
要
な
構
造
物
の
種
類
及
び
配
置
計
画
並
び
に

林
道
の
供
用
に
伴
い
予
定
さ
れ
る
自
動
車
の
走
行

の
概
要

ニ
　
そ
の
他
の
事
項

二
　
地
域
特
性
に
関
す
る
情
報

イ
　
自
然
的
状
況

（１）
　
気
象
の
状
況

（２）
　
水
象
及
び
水
の
濁
り
の
状
況
（
環
境
基
準
の

確
保
の
状
況
を
含
む
。
）

（３）
　
土
壌
の
状
況

（４）
　
地
形
及
び
地
質
の
状
況

（５）
　
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
、
植
生
及
び
生
態

系
の
状
況

（６）
　
景
観
及
び
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動

の
状
況

（７）
　
一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
の
状
況

（８）
　
そ
の
他
の
事
項

ロ
　
社
会
的
状
況

（１）
　
人
口
及
び
産
業
の
状
況

（２）
　
土
地
利
用
の
状
況

（３）
　
河
川
及
び
湖
沼
の
利
用
の
状
況

（４）
　
交
通
の
状
況

（５）
　
学
校
、
病
院
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
つ
い

て
の
配
慮
が
特
に
必
要
な
施
設
の
配
置
の
状
況

及
び
住
宅
の
配
置
の
概
況

（６）
　
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
等
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
及
び
当
該
対

象
に
係
る
規
制
の
内
容
そ
の
他
の
状
況

（７）
　
そ
の
他
の
事
項

２
　
事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
の
把
握
に

当
た
っ
て
は
、
当
該
対
象
林
道
事
業
の
内
容
の
具
体
化

の
過
程
に
お
け
る
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
に
係

る
検
討
の
経
緯
及
び
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
よ
う
留
意

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
の
把
握

に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
入
手
可
能
な

新
の
文
献
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り

把
握
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
料

の
出
典
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
す
る
こ
と
。

二
　
必
要
に
応
じ
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響

を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
を
管
轄

す
る
地
方
公
共
団
体
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
二

条
ま
で
に
お
い
て
「
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
」
と

い
う
。
）
又
は
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
知
見

を
有
す
る
者
か
ら
そ
の
知
見
を
聴
取
し
、
又
は
現
地

の
状
況
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
　
当
該
情
報
に
係
る
過
去
の
状
況
の
推
移
及
び
将
来

の
状
況
に
つ
い
て
予
測
さ
れ
た
結
果
を
把
握
す
る
こ

と
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
の
選
定
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
項
目
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
別
表

第
一
に
掲
げ
る
一
般
的
な
事
業
の
内
容
（
同
表
備
考
第

二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
特
性
を
有
す
る
林
道
事

業
の
当
該
特
性
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
対
象
林
道
事
業
に
伴
う
影
響
要
因
に
つ
い
て
同

表
に
お
い
て
そ
の
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ

れ
る
環
境
要
素
に
係
る
項
目
（
以
下
「
参
考
項
目
」
と

い
う
。
）
を
勘
案
し
て
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
影
響
が
な
い
こ
と
又
は

環
境
影
響
の
程
度
が
極
め
て
小
さ
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
場
合

二
　
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
、
参

考
項
目
に
関
す
る
環
境
影
響
を
受
け
る
地
域
そ
の
他

の
対
象
が
相
当
期
間
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
場
合

２
　
事
業
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
選
定
に
当
た

っ
て
は
、
一
般
的
な
事
業
の
内
容
と
事
業
特
性
と
の
相

違
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
選
定
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
対
象
林
道
事
業
に
伴
う
影
響
要
因
が

当
該
影
響
要
因
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

環
境
要
素
に
及
ぼ
す
影
響
の
重
大
性
に
つ
い
て
客
観
的

か
つ
科
学
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
事
業
特
性
に
応
じ
て
、
次

に
掲
げ
る
影
響
要
因
を
、
物
質
の
排
出
、
土
地
の
形
状

の
変
更
、
工
作
物
の
設
置
そ
の
他
の
環
境
影
響
の
態
様

を
踏
ま
え
て
適
切
に
区
分
し
、
当
該
区
分
さ
れ
た
影
響

要
因
ご
と
に
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
工
事
の
実
施
（
対
象
林
道

事
業
の
一
部
と
し
て
行
う
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域

に
あ
る
工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄
を
含
む
。
）

二
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
後
の
林

道
の
存
在
及
び
当
該
林
道
の
供
用
に
伴
い
予
定
さ
れ

る
自
動
車
の
走
行
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「
林
道
の

存
在
及
び
自
動
車
の
走
行
」
と
い
う
。
）

三
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
林
道
の
撤
去
又
は
廃
棄
が

予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
撤
去
又

は
廃
棄

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
は
、
次
に
掲
げ
る
環
境
要

素
を
、
法
令
等
に
よ
る
規
制
又
は
目
標
の
有
無
並
び
に

環
境
に
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
影
響
の
重
大
性
を
考
慮

し
て
適
切
に
区
分
し
、
当
該
区
分
さ
れ
た
環
境
要
素
ご

と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
環
境
の
自
然
的
構
成
要
素
の
良
好
な
状
態
の
保
持

を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環

境
要
素
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

イ
　
大
気
環
境

（１）
　
大
気
質

（２）
　
騒
音
及
び
超
低
周
波
音

（３）
　
振
動

（４）
　
悪
臭

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
大
気
環
境
に
係
る
環
境
要
素

ロ
　
水
環
境

（１）
　
水
質

（２）
　
水
底
の
底
質

（３）
　
地
下
水
の
水
質
及
び
水
位

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
水
環
境
に
係
る
環
境
要
素

ハ
　
そ
の
他
の
環
境
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

（１）
　
地
形
及
び
地
質

（２）
　
地
盤

（３）
　
土
壌

（４）
　
そ
の
他
の
環
境
要
素

5



二
　
生
物
の
多
様
性
の
確
保
及
び
自
然
環
境
の
体
系
的

保
全
を
旨
と
し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ

き
環
境
要
素
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

イ
　
動
物

ロ
　
植
物

ハ
　
生
態
系

三
　
人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ
合
い
の
確
保
を
旨
と

し
て
調
査
、
予
測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
景
観

ロ
　
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

四
　
環
境
へ
の
負
荷
の
量
の
程
度
に
よ
り
予
測
及
び
評

価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

イ
　
廃
棄
物
等

ロ
　
温
室
効
果
ガ
ス
等

五
　
一
般
環
境
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
調
査
、
予

測
及
び
評
価
さ
れ
る
べ
き
環
境
要
素

放
射
線
の
量

５
　
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
選
定
は
、
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
情
報
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
専
門
家
等

の
助
言
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
門
家
等
の
助
言

を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
助
言
の
内
容
及
び
当
該
専

門
家
等
の
専
門
分
野
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
専
門
家
等
の
所
属

機
関
の
種
別
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

７
　
事
業
者
は
、
環
境
影
響
評
価
の
手
法
を
選
定
し
、
又

は
環
境
影
響
評
価
を
行
う
過
程
に
お
い
て
項
目
の
選
定

に
係
る
新
た
な
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必

要
に
応
じ
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
項

目
（
以
下
「
選
定
項
目
」
と
い
う
。
）
の
見
直
し
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
事
業
者
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
選
定
を
行

っ
た
と
き
は
、
選
定
の
結
果
を
一
覧
で
き
る
よ
う
整
理

す
る
と
と
も
に
、
選
定
項
目
と
し
て
選
定
し
た
理
由
を

明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評

価
の
手
法
）

第
二
十
二
条
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
は
、
事
業
者
が
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
踏
ま
え
、
選
定
項
目
ご
と
に
次
条
か
ら

第
二
十
七
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
定
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
汚
染
物
質
の
濃
度
そ
の
他

の
指
標
に
よ
り
測
ら
れ
る
環
境
要
素
の
汚
染
又
は
環

境
要
素
の
状
況
の
変
化
（
当
該
環
境
要
素
に
係
る
物

質
の
量
的
な
変
化
を
含
む
。
）
の
程
度
及
び
広
が
り

に
関
し
、
こ
れ
ら
が
人
の
健
康
、
生
活
環
境
又
は
自

然
環
境
に
及
ぼ
す
環
境
影
響
を
把
握
で
き
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
四
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
環
境
要

素
に
係
る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
陸
生
及
び
水
生

の
動
植
物
に
関
し
、
生
息
種
又
は
生
育
種
及
び
植
生

の
調
査
を
通
じ
て
抽
出
さ
れ
る
学
術
上
又
は
希
少
性

の
観
点
か
ら
重
要
な
種
の
分
布
状
況
、
生
息
状
況
又

は
生
育
状
況
及
び
学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら

重
要
な
群
落
の
分
布
状
況
並
び
に
動
物
の
集
団
繁
殖

地
そ
の
他
の
注
目
す
べ
き
生
息
地
の
分
布
状
況
に
つ

い
て
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度

を
把
握
で
き
る
こ
と
。

三
　
前
条
第
四
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
地
域
を
特
徴
づ
け
る
生

態
系
に
関
し
、
前
号
の
調
査
結
果
そ
の
他
の
調
査
結

果
に
よ
り
概
括
的
に
把
握
さ
れ
る
生
態
系
の
特
性
に

応
じ
て
、
上
位
性
（
生
態
系
の
上
位
に
位
置
す
る
性

質
を
い
う
。
）
、
典
型
性
（
地
域
の
生
態
系
の
特
徴
を

典
型
的
に
現
す
性
質
を
い
う
。
）
及
び
特
殊
性
（
特

殊
な
環
境
で
あ
る
こ
と
を
示
す
指
標
と
な
る
性
質
を

い
う
。
）
の
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
動
植
物
の
種
又

は
生
物
群
集
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
注
目
種
等
」

と
い
う
。
）
を
複
数
抽
出
し
、
こ
れ
ら
の
生
態
、
他

の
動
植
物
と
の
関
係
又
は
生
息
環
境
若
し
く
は
生
育

環
境
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
影
響
そ
の

他
の
生
態
系
へ
の
環
境
影
響
の
程
度
を
適
切
に
把
握

で
き
る
こ
と
。

四
　
前
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
景
観
に
関
し
、
眺
望
の

状
況
及
び
景
観
資
源
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
こ
れ

ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度
を
把
握
で
き
る
こ

と
。

五
　
前
条
第
四
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係

る
選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
人
と
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
に
関
し
、
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
通

じ
た
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
及
び
日
常
的

な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
が
一
般
的
に
行

わ
れ
る
施
設
又
は
場
及
び
そ
の
利
用
の
状
況
を
調
査

し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
影
響
の
程
度
を
把
握
で

き
る
こ
と
。

六
　
前
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
等
に
関
し
て
は
そ

れ
ら
の
発
生
量
、

終
処
分
量
そ
の
他
の
環
境
へ
の

負
荷
の
量
の
程
度
を
、
温
室
効
果
ガ
ス
等
に
関
し
て

は
そ
れ
ら
の
発
生
量
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
量

の
程
度
を
把
握
で
き
る
こ
と
。

七
　
前
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
の
量
の
変
化
を
把

握
で
き
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
、
予
測
及
び

評
価
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
段
階

配
慮
事
項
の
検
討
に
お
い
て
収
集
及
び
整
理
し
た
情
報

並
び
に
そ
の
結
果
を

大
限
に
活
用
す
る
も
の
と
す

る
。

（
参
考
手
法
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
調
査
及
び
予
測
の
手
法
（
参
考
項
目
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各

参
考
項
目
ご
と
に
別
表
第
二
に
掲
げ
る
参
考
と
な
る
調

査
及
び
予
測
の
手
法
（
以
下
「
参
考
手
法
」
と
い
う
。
）

を
勘
案
し
つ
つ
、

新
の
科
学
的
知
見
を
反
映
す
る
よ

う
努
め
る
と
と
も
に
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
把
握
し
た
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
に
つ
い
て
の
情

報
を
踏
ま
え
、

適
な
手
法
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
に
当
た
っ
て

は
、
一
般
的
な
事
業
の
内
容
と
事
業
特
性
と
の
相
違
を

把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
参
考
手
法
よ
り
簡

略
化
さ
れ
た
調
査
又
は
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
影
響
の
程
度
が
小

さ
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

二
　
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
、
当

該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
影
響
を
受
け
る
地
域
そ

の
他
の
対
象
が
相
当
期
間
存
在
し
な
い
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
こ
と
。

三
　
類
似
の
事
例
に
よ
り
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環

境
影
響
の
程
度
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
参
考
項
目
に
係
る
予
測
及
び
評
価
に
お
い
て

必
要
と
さ
れ
る
情
報
が
、
参
考
手
法
よ
り
簡
易
な
方

法
で
収
集
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

４
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
参
考
手
法
よ
り
詳

細
な
調
査
又
は
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
影
響
の
程
度
が
著

し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
　
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
、
次

に
掲
げ
る
地
域
そ
の
他
の
対
象
が
存
在
し
、
か
つ
、

事
業
特
性
が
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
参
考

項
目
に
関
す
る
環
境
要
素
に
係
る
相
当
程
度
の
環
境

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
要
素
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
や
す
い
地
域
そ
の
他
の
対
象

ロ
　
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
要
素
に
係
る
環

境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
法
令
等
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象

ハ
　
当
該
参
考
項
目
に
関
す
る
環
境
要
素
に
係
る
環

境
が
既
に
著
し
く
悪
化
し
、
又
は
著
し
く
悪
化
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
係
る
調
査
の
手
法
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
調
査
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
前
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
調
査
の
手
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
、
選
定
項
目
に
つ

い
て
適
切
に
予
測
及
び
評
価
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範

囲
内
で
、
当
該
選
定
項
目
の
特
性
、
事
業
特
性
及
び
地

域
特
性
を
踏
ま
え
、
並
び
に
地
域
特
性
が
時
間
の
経
過

に
伴
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
、
当

該
選
定
項
目
に
係
る
予
測
及
び
評
価
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
選
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
調
査
す
べ
き
情
報
　
選
定
項
目
に
係
る
環
境
要
素

の
状
況
に
関
す
る
情
報
又
は
気
象
、
水
象
そ
の
他
の

自
然
的
状
況
若
し
く
は
人
口
、
産
業
、
土
地
利
用
、

水
域
利
用
そ
の
他
の
社
会
的
状
況
に
関
す
る
情
報

二
　
調
査
の
基
本
的
な
手
法
　
国
又
は
関
係
す
る
地
方

公
共
団
体
が
有
す
る
文
献
そ
の
他
の
資
料
の
入
手
、

専
門
家
等
か
ら
の
科
学
的
知
見
の
聴
取
、
現
地
調
査

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
調
査
す
べ
き
情
報
を
収
集

し
、
そ
の
結
果
を
整
理
し
、
及
び
解
析
す
る
手
法

三
　
調
査
の
対
象
と
す
る
地
域
（
以
下
「
調
査
地
域
」

と
い
う
。
）
　
対
象
林
道
事
業
の
実
施
に
よ
り
選
定
項

目
に
関
す
る
環
境
要
素
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
が
あ
る
地
域
又
は
土
地
の
形
状
が
変
更
さ
れ

る
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
そ
の
他
の
調
査
に
適

切
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

四
　
調
査
に
当
た
り
一
定
の
地
点
に
関
す
る
情
報
を
重

点
的
に
収
集
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

地
点
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
調
査
地
点
」
と
い

う
。
）
　
調
査
す
べ
き
情
報
の
内
容
及
び
特
に
環
境
影

響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
対
象
の
状
況
を
踏
ま

え
、
地
域
を
代
表
す
る
地
点
そ
の
他
の
調
査
に
適
切

か
つ
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
点

五
　
調
査
に
係
る
期
間
、
時
期
又
は
時
間
帯
（
別
表
第

二
に
お
い
て
「
調
査
期
間
等
」
と
い
う
。
）
　
調
査
す
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べ
き
情
報
の
内
容
を
踏
ま
え
、
調
査
に
適
切
か
つ
効

果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
期
間
、
時
期
又
は
時

間
帯

２
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
の
基
本
的
な
手
法
の

う
ち
、
情
報
の
収
集
、
整
理
又
は
解
析
に
つ
い
て
法
令

等
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
手
法
が
あ
る
環
境
要
素
に
係
る

選
定
項
目
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
等
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
手
法
を
踏
ま
え
、
適
切
な
調
査
の
手

法
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
調
査
に
係
る
期
間
の
う

ち
、
季
節
に
よ
る
変
動
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
調
査

の
対
象
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
切
に
把

握
で
き
る
よ
う
調
査
に
係
る
期
間
を
選
定
す
る
も
の
と

し
、
年
間
を
通
じ
た
調
査
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
調
査
す
べ
き
情
報
に
大
き
な
変
化
が
な
い

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
時
期
に
調
査
を
開
始
す
る
よ
う
に

調
査
に
係
る
期
間
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
手
法
の

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
の
実
施
に
伴
う
環
境
へ
の

影
響
を
回
避
し
、
又
は
低
減
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り

環
境
へ
の
影
響
の
小
さ
い
方
法
を
選
定
す
る
よ
う
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
手
法
の

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
が

記
載
さ
れ
て
い
た
文
献
名
、
当
該
情
報
を
得
る
た
め
に

行
わ
れ
た
調
査
の
前
提
条
件
、
調
査
地
域
の
設
定
の
根

拠
、
調
査
の
日
時
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
出
自
及
び
そ

の
妥
当
性
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
調
査
の
手
法
を
選

定
す
る
も
の
と
し
、
既
存
の
長
期
間
の
観
測
結
果
が
存

在
し
て
お
り
、
か
つ
、
現
地
調
査
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
観
測
結
果
と
現
地
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
と

を
比
較
で
き
る
よ
う
調
査
の
手
法
を
選
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
希
少
な
動
植
物
の

生
息
又
は
生
育
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
、
公
開
に
当
た
っ
て
種
及
び
場
所
を
特
定
で
き
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
希
少
な
動
植
物
の
保
護

の
た
め
の
配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
係
る
予
測
の
手
法
）

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
予
測
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
第
二
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
予
測
の
手
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
、
選
定
項

目
の
特
性
、
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
当

該
選
定
項
目
に
係
る
評
価
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
水

準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
測
の
基
本
的
な
手
法
　
環
境
の
状
況
の
変
化
又

は
環
境
へ
の
負
荷
の
量
を
、
第
二
十
一
条
第
三
項
各

号
の
区
分
に
応
じ
て
、
事
例
の
引
用
又
は
解
析
そ
の

他
の
手
法
に
よ
り
、
定
量
的
に
把
握
す
る
手
法

二
　
予
測
の
対
象
と
す
る
地
域
（
第
四
項
及
び
別
表
第

二
に
お
い
て
「
予
測
地
域
」
と
い
う
。
）
　
調
査
地
域

の
う
ち
か
ら
適
切
に
選
定
さ
れ
た
地
域

三
　
予
測
に
当
た
り
一
定
の
地
点
に
関
す
る
環
境
の
状

況
の
変
化
を
重
点
的
に
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
地
点
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
予
測

地
点
」
と
い
う
。
）
　
選
定
項
目
の
特
性
に
応
じ
て
保

全
す
べ
き
対
象
の
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
を
代
表
す

る
地
点
、
特
に
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

地
点
、
保
全
す
べ
き
対
象
へ
の
環
境
影
響
を
的
確
に

把
握
で
き
る
地
点
そ
の
他
の
予
測
に
適
切
か
つ
効
果

的
な
地
点

四
　
予
測
の
対
象
と
す
る
時
期
、
期
間
又
は
時
間
帯

（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
予
測
対
象
時
期
等
」
と
い

う
。
）
　
供
用
開
始
後
の
定
常
状
態
に
な
る
時
期
及
び

環
境
影
響
が

大
に
な
る
時
期
（

大
に
な
る
時
期

を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
、
工
事

の
実
施
に
よ
る
環
境
影
響
が

大
に
な
る
時
期
そ
の

他
の
予
測
に
適
切
か
つ
効
果
的
な
時
期
、
期
間
又
は

時
間
帯

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
予
測
の
基
本
的
な
手
法
に

つ
い
て
は
、
定
量
的
な
把
握
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て

は
、
定
性
的
に
把
握
す
る
手
法
を
選
定
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
予
測
の
対
象
と
す
る
時

期
に
つ
い
て
は
、
工
事
が
完
了
し
た
後
の
林
道
の
供
用

開
始
後
定
常
状
態
に
至
る
ま
で
に
長
期
間
を
要
す
る
場

合
、
予
測
の
前
提
条
件
が
予
測
の
対
象
と
な
る
期
間
内

で
大
き
く
変
化
す
る
場
合
又
は
対
象
林
道
事
業
に
係
る

工
事
が
完
了
す
る
前
の
林
道
を
供
用
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
時

期
で
の
予
測
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
中
間
的
な
時
期
で

の
予
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
測
の
手
法
の

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
予
測
の
基
本
的
な
手
法
の
特
徴

及
び
そ
の
適
用
範
囲
、
予
測
地
域
の
設
定
の
根
拠
、
予

測
の
前
提
と
な
る
条
件
、
予
測
で
用
い
た
原
単
位
及
び

係
数
そ
の
他
の
予
測
に
関
す
る
事
項
を
、
選
定
項
目
の

特
性
、
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
に
照
ら
し
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
内
容
及
び
妥
当
性
を
予
測
の
結
果
と
の
関
係
と

併
せ
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
予
測
の
手
法
を
選
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
測
の
手
法
の

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
林
道
事
業
以
外
の
事
業
活

動
そ
の
他
の
地
域
の
環
境
を
変
化
さ
せ
る
要
因
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
る
当
該
地
域
の
将
来
の
環
境
の
状
況
（
将

来
の
環
境
の
状
況
の
推
定
が
困
難
な
場
合
及
び
現
在
の

環
境
の
状
況
を
勘
案
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
な
場
合
に

あ
っ
て
は
、
現
在
の
環
境
の
状
況
）
を
明
ら
か
に
で
き

る
よ
う
に
整
理
し
、
こ
れ
を
勘
案
し
て
選
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
将
来
の
環
境
の

状
況
は
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
が
有
す
る
情
報
を

収
集
し
て
推
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
推
定
に
当
た
っ

て
、
国
又
は
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
行
わ
れ

る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
効
果
を
見
込
む
と
き

は
、
当
該
施
策
の
内
容
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

６
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
測
の
手
法
の

選
定
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
林
道
事
業
に
お
い
て
新
規

の
手
法
を
用
い
る
場
合
そ
の
他
の
環
境
影
響
の
予
測
に

関
す
る
知
見
が
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お

い
て
、
予
測
の
不
確
実
性
の
程
度
及
び
不
確
実
性
に
係

る
環
境
影
響
の
程
度
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
不
確
実
性
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
測
の
不
確
実
性

の
程
度
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
予
測
の
前
提
条
件

を
変
化
さ
せ
て
得
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
予
測
の
結
果
の

ば
ら
つ
き
の
程
度
に
よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
係
る
評
価
の
手
法
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
評
価
の
手
法
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
調
査
及
び
予
測
の
結
果
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
対
象
林
道
事
業
の
実
施
に
よ

り
選
定
項
目
に
係
る
環
境
要
素
に
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ

る
影
響
が
、
事
業
者
に
よ
り
実
行
可
能
な
範
囲
内
で

で
き
る
限
り
回
避
さ
れ
、
又
は
低
減
さ
れ
て
お
り
、

必
要
に
応
じ
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
環
境
の
保
全
に

つ
い
て
の
配
慮
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
手
法
は
、
評
価
の
根
拠
及
び
評
価

に
関
す
る
検
討
の
経
緯
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
国
又
は
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
環
境
の

保
全
の
観
点
か
ら
の
施
策
に
よ
っ
て
、
選
定
項
目
に

係
る
環
境
要
素
に
関
し
て
基
準
又
は
目
標
が
示
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
又
は
目
標
と
調
査
及

び
予
測
の
結
果
と
の
間
に
整
合
が
図
ら
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
号
に
掲
げ
る
手
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
当
該
基
準
又
は
目
標
に
照
ら
す
こ
と
と
す
る
考

え
方
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

ロ
　
工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
長
期
間
に
わ
た
り
影

響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
環
境
要
素
で
あ
っ

て
、
当
該
環
境
要
素
に
係
る
環
境
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
環
境
基
準
と

調
査
及
び
予
測
の
結
果
と
の
間
に
整
合
が
図
ら
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
も
の

五
　
事
業
者
以
外
の
者
が
行
う
環
境
の
保
全
の
た
め
の

措
置
の
効
果
を
見
込
む
場
合
に
は
、
当
該
措
置
の
内

容
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
手
法
で
あ
る
こ

と
。

（
環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
係
る
手
法
選
定
に
当
た
っ

て
の
留
意
事
項
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境

影
響
評
価
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
手
法
」
と
い
う
。
）
を
、
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
事
業
特
性
及
び
地
域

特
性
に
つ
い
て
の
情
報
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
専
門

家
等
の
助
言
を
受
け
て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
門
家
等
の
助
言

を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
助
言
の
内
容
及
び
当
該
専

門
家
等
の
専
門
分
野
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
専
門
家
等
の
所
属

機
関
の
種
別
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
環
境
影
響
評
価
を
行
う
過
程
に
お
い
て

手
法
の
選
定
に
係
る
新
た
な
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、

必
要
に
応
じ
手
法
の
見
直
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
事
業
者
は
、
手
法
の
選
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
選
定

さ
れ
た
手
法
及
び
選
定
の
理
由
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ

う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
保
全
措
置
に
関
す
る
指
針
）

第
二
十
八
条
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
法
第
十
二
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
（
以
下

「
環
境
保
全
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
指
針
に
つ
い

て
は
、
次
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
環
境
保
全
措
置
の
検
討
）

第
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
環
境
影
響
が
な
い
と
判
断
さ

れ
る
場
合
及
び
環
境
影
響
の
程
度
が
極
め
て
小
さ
い
と

判
断
さ
れ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
者

に
よ
り
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
選
定
項
目
に
係
る
環
境

影
響
を
で
き
る
限
り
回
避
し
、
又
は
低
減
す
る
こ
と
、

必
要
に
応
じ
損
な
わ
れ
る
環
境
の
有
す
る
価
値
を
代
償
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す
る
こ
と
及
び
当
該
環
境
影
響
に
係
る
環
境
要
素
に
関

し
て
国
又
は
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
環
境
の

保
全
の
観
点
か
ら
の
施
策
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
基

準
又
は
目
標
の
達
成
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
環

境
保
全
措
置
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
に
当
た
っ
て

は
、
環
境
影
響
を
回
避
し
、
又
は
低
減
さ
せ
る
措
置
を

検
討
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
損
な

わ
れ
る
環
境
の
有
す
る
価
値
を
代
償
す
る
た
め
の
措
置

（
以
下
「
代
償
措
置
」
と
い
う
。
）
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
検
討
結
果
の
検
証
）

第
三
十
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

討
を
行
っ
た
と
き
は
、
環
境
保
全
措
置
に
つ
い
て
の
複

数
の
案
の
比
較
検
討
、
実
行
可
能
な
よ
り
良
い
技
術
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
討
そ
の
他
の
適

切
な
検
討
を
通
じ
て
、
事
業
者
に
よ
り
実
行
可
能
な
範

囲
内
で
対
象
林
道
事
業
に
係
る
環
境
影
響
が
で
き
る
限

り
回
避
さ
れ
、
又
は
低
減
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
討
結
果
の
整
理
）

第
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
検
討
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
環
境
保
全
措
置
の
実
施
主
体
、
方
法
そ
の
他
の
環

境
保
全
措
置
の
実
施
の
内
容

二
　
環
境
保
全
措
置
の
効
果
及
び
当
該
環
境
保
全
措
置

を
講
じ
た
後
の
環
境
の
状
況
の
変
化
並
び
に
必
要
に

応
じ
当
該
環
境
保
全
措
置
の
効
果
の
不
確
実
性
の

程
度

三
　
環
境
保
全
措
置
の
実
施
に
伴
い
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
環
境
影
響

四
　
代
償
措
置
に
あ
っ
て
は
、
環
境
影
響
を
回
避
し
、

又
は
低
減
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由

五
　
代
償
措
置
に
あ
っ
て
は
、
当
該
損
な
わ
れ
る
環
境

及
び
当
該
環
境
保
全
措
置
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
環
境

に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
並
び
に
当
該
損
な
わ
れ

る
環
境
又
は
当
該
創
出
さ
れ
る
環
境
に
係
る
環
境
要

素
の
種
類
及
び
内
容

六
　
代
償
措
置
に
あ
っ
て
は
、
当
該
代
償
措
置
の
効
果

の
根
拠
及
び
実
施
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
根
拠

２
　
事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

討
を
段
階
的
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
の

段
階
に
お
け
る
環
境
保
全
措
置
に
つ
い
て
、
具
体
的
な

内
容
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案
の
そ
れ
ぞ
れ

の
案
ご
と
の
選
定
事
項
に
つ
い
て
の
環
境
影
響
の
比
較

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
区
域
等
に
関
す
る
複
数
案

か
ら
対
象
林
道
事
業
実
施
区
域
そ
の
他
の
事
項
の
決
定

に
至
る
過
程
で
ど
の
よ
う
に
環
境
影
響
が
回
避
さ
れ
、

又
は
低
減
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
の
内
容
を

明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
後
調
査
）

第
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
影
響
の

程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

対
象
林
道
事
業
に
係
る
工
事
の
実
施
中
及
び
林
道
の
供

用
開
始
後
に
お
い
て
環
境
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の

調
査
（
以
下
「
事
後
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
測
の
不
確
実
性
の
程
度
が
大
き
い
選
定
項
目
に

つ
い
て
環
境
保
全
措
置
を
講
ず
る
場
合

二
　
効
果
に
係
る
知
見
が
不
十
分
な
環
境
保
全
措
置
を

講
ず
る
場
合

三
　
工
事
の
実
施
中
及
び
林
道
の
供
用
開
始
後
に
お
い

て
環
境
保
全
措
置
の
内
容
を
よ
り
詳
細
な
も
の
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

四
　
代
償
措
置
に
つ
い
て
、
効
果
の
不
確
実
性
の
程
度

及
び
知
見
の
充
実
の
程
度
を
勘
案
し
て
事
後
調
査
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

２
　
事
業
者
は
、
事
後
調
査
の
項
目
及
び
手
法
の
選
定
に

当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
事
後
調
査
の
必
要
性
、
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性

に
応
じ
適
切
な
項
目
を
選
定
す
る
こ
と
。

二
　
事
後
調
査
を
行
う
項
目
の
特
性
、
事
業
特
性
及
び

地
域
特
性
に
応
じ
適
切
な
手
法
を
選
定
す
る
と
と
も

に
、
事
後
調
査
の
結
果
と
環
境
影
響
評
価
の
結
果
と

の
比
較
検
討
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
事
後
調
査
の
実
施
に
伴
う
環
境
影
響
を
回
避
し
、

又
は
低
減
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
環
境
へ
の
影
響

が
小
さ
い
手
法
を
選
定
す
る
こ
と
。

四
　
必
要
に
応
じ
専
門
家
の
助
言
を
受
け
る
こ
と
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
客
観
的
か
つ
科
学
的
根
拠
に
基
づ

き
選
定
す
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
事
後
調
査
の
項
目
及
び
手
法
の
選
定
に

当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
で
き
る
限
り
明
ら

か
に
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
後
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
理
由

二
　
事
後
調
査
の
項
目
及
び
手
法

三
　
事
後
調
査
の
結
果
に
よ
り
環
境
影
響
の
程
度
が
著

し
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
の
対
応
の
方
針

四
　
事
後
調
査
の
結
果
の
公
表
の
方
法

五
　
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
事
業
者
以
外

の
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
関
係
地
方
公
共
団

体
等
」
と
い
う
。
）
が
把
握
す
る
環
境
の
状
況
に
関

す
る
情
報
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
関
係
地
方
公
共
団
体
等
と
の
協
力
又
は
当
該
関
係

地
方
公
共
団
体
等
へ
の
要
請
の
方
法
及
び
内
容

六
　
事
業
者
以
外
の
者
が
事
後
調
査
の
実
施
主
体
と
な

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
実
施
主
体
の
名
称
並
び

に
当
該
実
施
主
体
と
の
協
力
又
は
当
該
実
施
主
体
へ

の
要
請
の
方
法
及
び
内
容

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
後
調
査
の
実

施
に
関
し
必
要
な
事
項

４
　
事
業
者
は
、
事
後
調
査
の
終
了
並
び
に
事
後
調
査
の

結
果
を
踏
ま
え
た
環
境
保
全
措
置
の
実
施
及
び
終
了
の

判
断
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
専
門
家
の
助
言
を

受
け
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
客
観
的
か
つ
科
学

的
な
検
討
を
行
う
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
備
書
の
作
成
）

第
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
内
容
を
記
載
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
事
業
の
実
施
に
係
る
工
法
、
期
間
及
び
工
程
計
画

の
概
要

三
　
林
道
の
供
用
に
伴
い
予
定
さ
れ
る
自
動
車
の
走
行

の
概
要

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
林
道
事
業

の
内
容
に
関
す
る
事
項
（
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
内

容
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更

に
よ
り
環
境
影
響
が
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

２
　
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
対
象
林
道
事
業
に

係
る
準
備
書
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
中
「
に
よ
り

把
握
し
た
結
果
（
当
該
資
料
の
出
典
を
含
む
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
（
当
該
資
料
の
出
典
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
聴
取
若
し
く
は
確
認

に
よ
り
把
握
し
た
結
果
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法

第
五
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条

第
一
項
第
五
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
法
第
五
条
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第

十
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
を

併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
十
四
条
第
五
項
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
に

お
い
て
調
査
の
手
法
又
は
予
測
の
手
法
の
選
定
に
際

し
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事

項
に
つ
き
明
ら
か
に
し
た
も
の

二
　
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
調
査
の
手
法
の
選

定
に
際
し
比
較
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

事
項
に
つ
き
比
較
し
た
結
果

三
　
第
二
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
域
の
将
来
の

環
境
の
状
況
及
び
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策

四
　
第
二
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し

た
不
確
実
性
の
内
容

五
　
第
二
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
で

き
る
よ
う
に
し
た
評
価
の
根
拠
及
び
評
価
に
関
す
る

検
討
の
経
緯

六
　
第
二
十
六
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
で

き
る
よ
う
に
し
た
基
準
又
は
目
標
に
照
ら
す
こ
と
と

す
る
考
え
方

七
　
第
二
十
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
で

き
る
よ
う
に
し
た
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
の

内
容

４
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第

十
四
条
第
一
項
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
検
討
の

状
況
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
証
の
結
果
及
び
第

三
十
一
条
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第

十
四
条
第
一
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

で
き
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
事
業
者
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
法
第

十
四
条
第
一
項
第
七
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

の
概
要
を
一
覧
で
き
る
よ
う
と
り
ま
と
め
て
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
書
の
作
成
）

第
三
十
四
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
事
業
者
が
対
象
林
道
事
業
に
係
る
評
価

書
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

対
象
林
道
事
業
に
係
る
評
価
書
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
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て
は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
準
備
書
に
記
載
し
た
事

項
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
書
の
補
正
）

第
三
十
五
条
　
事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
対
象
林
道
事
業
に
係
る
評
価
書
の
補
正
を
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
補
正
前
の
対
象
林
道
事
業
に
係
る

評
価
書
に
記
載
し
た
事
項
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
書
作
成
に
関
す
る
指
針
）

第
三
十
六
条
　
対
象
林
道
事
業
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の

二
第
二
項
の
報
告
書
の
作
成
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て

は
、
次
条
及
び
第
三
十
八
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
報
告
書
の
作
成
時
期
等
）

第
三
十
七
条
　
法
第
二
十
七
条
の
公
告
を
行
っ
た
事
業
者

は
、
対
象
林
道
事
業
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
後
、
報

告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該

事
業
者
は
、
当
該
工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
講
じ
た
環

境
保
全
措
置
の
効
果
を
確
認
し
た
上
で
、
作
成
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
一
項
の
事
業
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
対
象
林
道

事
業
に
係
る
工
事
中
又
は
施
設
の
供
用
後
に
お
い
て
、

事
後
調
査
や
環
境
保
全
措
置
の
結
果
等
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

（
報
告
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ

の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
）
、
対
象
林
道
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模
、

並
び
に
対
象
林
道
事
業
が
実
施
さ
れ
た
区
域
等
、
対

象
林
道
事
業
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

二
　
事
後
調
査
の
項
目
、
手
法
及
び
結
果

三
　
環
境
保
全
措
置
の
内
容
、
効
果
及
び
不
確
実
性
の

程
度

四
　
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
判
明
し
た
環
境
の
状
況
に

応
じ
て
講
ず
る
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
の
内

容
、
効
果
及
び
不
確
実
性
の
程
度

五
　
専
門
家
の
助
言
を
受
け
た
場
合
は
そ
の
内
容
と
専

門
分
野
等
（
可
能
な
限
り
、
専
門
家
の
所
属
機
関
の

種
別
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。
）

六
　
報
告
書
作
成
以
降
に
事
後
調
査
や
環
境
保
全
措
置

を
行
う
場
合
は
そ
の
計
画
及
び
そ
の
結
果
を
公
表
す

る
旨

２
　
前
条
第
一
項
の
事
業
者
は
対
象
林
道
事
業
に
係
る
工

事
中
に
事
業
主
体
が
他
の
者
に
引
き
継
が
れ
た
場
合
又

は
事
業
主
体
と
供
用
後
の
運
営
管
理
主
体
が
異
な
る
等

の
場
合
に
は
、
当
該
主
体
と
の
協
力
又
は
当
該
主
体
へ

の
要
請
等
の
方
法
及
び
内
容
を
、
報
告
書
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
農
林
水
産

省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
然
公
園
法
及
び
自
然
環
境
保
全
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
農
林
水
産

省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の

防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
八
日
農
林
水
産
省
令

第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
　
参
考
項
目
（
第
二
十
一
条
関
係
）

環境要素の区分

環

境

の

自

然

的

構

成

要

素

の

良

好

な

状

態

の

保

持

を

旨

と

し

て

調

査

、

予

測

及

び

評

価

さ

れ

る
生
物
の
多
様

性
の
確
保
及

び
自
然
環
境

の
体
系
的
保

全
を
旨
と
し

て
調
査
、
予

測
及
び
評
価

さ
れ
る
べ
き

環
境
要
素

人

と

自

然

と

の

豊

か

な

触

れ

合

い

の

確

保

を

旨

と

し

て

調

査

、

予

測

及

び

評

価

さ

れ

る
環境への負荷の量の程度によ

一

般

環

境

中

の

放

射

性

物

質

に

つ

い

て

調

査

、

予

測

及

び

評

価

さ

れ

べ

き

環

境
要
素

べ

き

環

境
要
素

り予測及び評価されるべき環境要素

る

べ

き

環

境

要

素

水環境

その他の環境

動物

植物

生態系

景観

人と自然との触れ合いの活動の場

温室効果ガス等

放

射

線

の

量

影響要因の区分

水質

地形及び地質

土砂による水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な眺望点及び景観資源並びに主

主要な人と自然との触れ合いの活動

二酸化炭素

要な眺望景観

の場

工事の実施

造成等の工事による一時的な影響

○

○
※

工事用機械の稼働等

○

○

林道の存在及び自動車の走行

事業の立地及び林道の存在

○

○

○

○

○

○

自動車の

○
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走行

備
考

一
　
○
印
は
、
各
欄
に
掲
げ
る
環
境
要
素
が
、
影
響
要

因
の
区
分
の
項
に
掲
げ
る
各
要
因
に
よ
り
影
響
を
受
け

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、

※
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
放
射
性
物
質
が
相
当
程

度
拡
散
・
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
適
用
す
る
。

二
　
こ
の
表
に
お
け
る
「
影
響
要
因
の
区
分
」
は
、
次

に
掲
げ
る
特
性
を
有
す
る
林
道
事
業
の
内
容
を
踏
ま
え

て
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

イ
　
林
道
の
構
造
が
、
地
表
式
、
堀
割
式
又
は
嵩
上
式

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
林
道
の
構
造
の
種
類
に
応
じ
た
工
事
用
機
械
を
用

い
て
工
事
を
行
う
こ
と
。

ハ
　
工
事
の
完
了
後
、
当
該
事
業
の
目
的
で
あ
る
林
道

の
構
造
物
が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該
林
道
上
を
自
動
車

が
走
行
す
る
こ
と
。

三
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
重
要
な
地
形
及
び
地
質
」
、
「
重

要
な
種
」
、
「
重
要
な
種
及
び
群
落
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら
重
要
な
も
の
を
い
う
。

四
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
注
目
す
べ
き
生
息
地
」
と
は
、

学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
生
息
地

若
し
く
は
地
域
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
注
目
す
べ
き
生
息
地
を
い
う
。

五
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
眺
望
点
」
と
は
、
不

特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
て
い
る
、
景
観
資
源
を

眺
望
す
る
場
所
を
い
う
。

六
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
眺
望
景
観
」
と
は
、

主
要
な
眺
望
点
か
ら
景
観
資
源
を
眺
望
す
る
場
合
の
眺

望
さ
れ
る
景
観
を
い
う
。

七
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場
」
と
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

利
用
し
て
い
る
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

を
い
う
。

八
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
放
射
線
の
量
」
と
は
、
空
間

線
量
率
等
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

別
表
第
二
　
参
考
手
法
（
第
二
十
三
条
関
係
）

参
考
項
目

参
考
手
法

環
境

要
素

の
区

分

影

響

要

因

の

区

分

調
査
の
手
法

予
測
の
手
法

土
砂

に
よ

る
水

造

成

等

の

工

事
一
　
調
査
す
べ
き
情
報
一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

の
濁

り

に

よ

る

一

時

的

な

影

響

イ
　
濁
度
又
は
浮
遊
物

質
量
及
び
そ
の
調
査
時

に
お
け
る
流
量
の
状
況

ロ
　
気
象
の
状
況

ハ
　
土
質
の
状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
（
浮
遊
物
質
量
に
つ

い
て
は
、
環
境
基
本
法

第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境

基
準
に
規
定
す
る
浮
遊

物
質
量
の
測
定
の
方
法

に
用
い
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。
）
の
収
集
並
び

に
当
該
情
報
の
整
理
及

び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

流
域
の
特
性
及
び
土
砂

に
よ
る
水
の
濁
り
の
変

化
の
特
性
を
踏
ま
え
て

調
査
地
域
に
お
け
る
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
地
点

五
　
調
査
期
間
等

流
域
の
特
性
及
び
土
砂

に
よ
る
水
の
濁
り
の
変

化
の
特
性
を
踏
ま
え
て

調
査
地
域
に
お
け
る
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
期
間
及
び
時
期

事
例
の
引
用
又
は
解

析二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

流
域
の
特
性
及
び
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り

の
変
化
の
特
性
を
踏

ま
え
て
土
砂
に
よ
る

水
の
濁
り
に
係
る
環

境
影
響
を
受
け
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
地
域

三
　
予
測
地
点

流
域
の
特
性
及
び
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り

の
変
化
の
特
性
を
踏

ま
え
て
予
測
地
域
に

お
け
る
土
砂
に
よ
る

水
の
濁
り
に
係
る
環

境
影
響
を
的
確
に
把

握
で
き
る
地
点

四
　
予
測
対
象
時
期

等工
事
に
伴
う
土
砂
に

よ
る
水
の
濁
り
に
係

る
環
境
影
響
が

大

と
な
る
時
期

重
要

な
地

形
及

び
地

質

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存
在

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
地
形
及
び
地
質
の

概
況

ロ
　
重
要
な
地
形
及
び

地
質
の
分
布
、
状
態
及

び
特
性

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

地
形
及
び
地
質
の
特
性

を
踏
ま
え
て
調
査
地
域

に
お
け
る
重
要
な
地
形

及
び
地
質
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る

地
点

五
　
調
査
期
間
等

地
形
及
び
地
質
の
特
性

を
踏
ま
え
て
調
査
地
域

に
お
け
る
重
要
な
地
形

及
び
地
質
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る

時
期

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

重
要
な
地
形
及
び
地

質
に
つ
い
て
、
分
布

、
成
立
環
境
の
改
変

の
程
度
を
踏
ま
え
た

事
例
の
引
用
又
は
解

析二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

地
形
及
び
地
質
の
特

性
を
踏
ま
え
て
重
要

な
地
形
及
び
地
質
に

係
る
環
境
影
響
を
受

け
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
地
域

三
　
予
測
対
象
時
期

等地
形
及
び
地
質
の
特

性
を
踏
ま
え
て
重
要

な
地
形
及
び
地
質
に

係
る
環
境
影
響
を
的

確
に
把
握
で
き
る
時

期

重
要

な
種

及
び

注
目

す
べ

き
生

息
地

工

事

用

機

械

の

稼

働

等

、

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存

在
一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　

せ
き
つ
い

脊
椎
動
物
、
昆

虫
類
そ
の
他
主
な
動
物

に
係
る
動
物
相
の
状
況

ロ
　
動
物
の
重
要
な
種

の
分
布
、
生
息
の
状
況

及
び
生
息
環
境
の
状
況

ハ
　
注
目
す
べ
き
生
息

地
の
分
布
並
び
に
当
該

生
息
地
が
注
目
さ
れ
る

理
由
で
あ
る
動
物
の
種

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

重
要
な
種
及
び
注
目

す
べ
き
生
息
地
に
つ

い
て
、
分
布
又
は
生

息
環
境
の
改
変
の
程

度
を
踏
ま
え
た
事
例

の
引
用
又
は
解
析

二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

動
物
の
生
息
の
特
性

並

び

に

自

動

車

の

走

行

の
生
息
の
状
況
及
び
生

息
環
境
の
状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

動
物
の
生
息
の
特
性
を

踏
ま
え
て
調
査
地
域
に

お
け
る
重
要
な
種
及
び

注
目
す
べ
き
生
息
地
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
地
点
又
は
経
路

五
　
調
査
期
間
等

動
物
の
生
息
の
特
性
を

踏
ま
え
て
調
査
地
域
に

お
け
る
重
要
な
種
及
び

注
目
す
べ
き
生
息
地
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
期
間
、
時
期
及

び
時
間
帯

を
踏
ま
え
て
重
要
な

種
及
び
注
目
す
べ
き

生
息
地
に
係
る
環
境

影
響
を
受
け
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
地
域

三
　
予
測
対
象
時
期

等動
物
の
生
息
の
特
性

を
踏
ま
え
て
重
要
な

種
及
び
注
目
す
べ
き

生
息
地
に
係
る
環
境

影
響
を
的
確
に
把
握

で
き
る
時
期

重
要

な
種

及
び

群
落

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存
在

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
種
子
植
物
そ
の
他

主
な
植
物
に
係
る
植
物

相
及
び
植
生
の
状
況

ロ
　
重
要
な
種
及
び
群

落
の
分
布
、
生
育
の
状

況
及
び
生
育
環
境
の

状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

重
要
な
種
及
び
群
落

に
つ
い
て
、
分
布
又

は
生
育
環
境
の
改
変

の
程
度
を
踏
ま
え
た

事
例
の
引
用
又
は
解

析二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

植
物
の
生
育
及
び
植

生
の
特
性
を
踏
ま
え

て
重
要
な
種
及
び
群

落
に
係
る
環
境
影
響

10



報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

植
物
の
生
育
及
び
植
生

の
特
性
を
踏
ま
え
て
調

査
地
域
に
お
け
る
重
要

な
種
及
び
群
落
に
係
る

環
境
影
響
を
予
測
し
、

及
び
評
価
す
る
た
め
に

必
要
な
情
報
を
適
切
か

つ
効
果
的
に
把
握
で
き

る
地
点
又
は
経
路

五
　
調
査
期
間
等

植
物
の
生
育
及
び
植
生

の
特
性
を
踏
ま
え
て
調

査
地
域
に
お
け
る
重
要

な
種
及
び
群
落
に
係
る

環
境
影
響
を
予
測
し
、

及
び
評
価
す
る
た
め
に

必
要
な
情
報
を
適
切
か

つ
効
果
的
に
把
握
で
き

る
期
間
、
時
期
及
び
時

間
帯

を
受
け
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る

地
域

三
　
予
測
対
象
時
期

等植
物
の
生
育
及
び
植

生
の
特
性
を
踏
ま
え

て
重
要
な
種
及
び
群

落
に
係
る
環
境
影
響

を
的
確
に
把
握
で
き

る
時
期

地
域

を
特

徴
づ

け
る

生
態

系

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存
在

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
動
植
物
そ
の
他
の

自
然
環
境
に
係
る
概
況

ロ
　
複
数
の
注
目
種
等

の
生
態
、
他
の
動
植
物

と
の
関
係
又
は
生
息
環

境
若
し
く
は
生
育
環
境

の
状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

動
植
物
そ
の
他
の
自
然

環
境
の
特
性
及
び
注
目

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

注
目
種
等
に
つ
い
て

、
分
布
、
生
息
環
境

又
は
生
育
環
境
の
改

変
の
程
度
を
踏
ま
え

た
事
例
の
引
用
又
は

解
析

二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

動
植
物
そ
の
他
の
自

然
環
境
の
特
性
及
び

注
目
種
等
の
特
性
を

踏
ま
え
て
注
目
種
等

に
係
る
環
境
影
響
を

受
け
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
地

域

種
等
の
特
性
を
踏
ま
え

て
調
査
地
域
に
お
け
る

注
目
種
等
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る
地

点
又
は
経
路

五
　
調
査
期
間
等

動
植
物
そ
の
他
の
自
然

環
境
の
特
性
及
び
注
目

種
等
の
特
性
を
踏
ま
え

て
調
査
地
域
に
お
け
る

注
目
種
等
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る
期

間
、
時
期
及
び
時
間
帯

三
　
予
測
対
象
時
期

等動
植
物
そ
の
他
の
自

然
環
境
の
特
性
及
び

注
目
種
等
の
特
性
を

踏
ま
え
て
注
目
種
等

に
係
る
環
境
影
響
を

的
確
に
把
握
で
き
る

時
期

主
要

な
眺

望
点

及
び

景
観

資
源

並
び

に
主

要
な

眺
望

景
観

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存
在

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
主
要
な
眺
望
点
の

状
況

ロ
　
景
観
資
源
の
状
況

ハ
　
主
要
な
眺
望
景
観

の
状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

主
要
な
眺
望
点
の
状

況
、
景
観
資
源
の
状
況

及
び
主
要
な
眺
望
景
観

の
状
況
を
適
切
に
把
握

で
き
る
地
域

四
　
調
査
地
点

景
観
の
特
性
を
踏
ま
え

て
調
査
地
域
に
お
け
る

主
要
な
眺
望
点
及
び
景

観
資
源
並
び
に
主
要
な

眺
望
景
観
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る

地
点

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

主
要
な
眺
望
点
及
び

景
観
資
源
に
つ
い
て

の
分
布
の
改
変
の
程

度
を
踏
ま
え
た
事
例

の
引
用
又
は
解
析
並

び
に
主
要
な
眺
望
景

観
に
つ
い
て
の
完
成

予
想
図
、
フ
ォ
ト
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
法
そ
の

他
の
視
覚
的
な
表
現

方
法

二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

景
観
の
特
性
を
踏
ま

え
て
主
要
な
眺
望
点

及
び
景
観
資
源
並
び

に
主
要
な
眺
望
景
観

に
係
る
環
境
影
響
を

受
け
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
地

域三
　
予
測
対
象
時
期

等景
観
の
特
性
を
踏
ま

え
て
主
要
な
眺
望
点

及
び
景
観
資
源
並
び

五
　
調
査
期
間
等

景
観
の
特
性
を
踏
ま
え

て
調
査
地
域
に
お
け
る

主
要
な
眺
望
点
及
び
景

観
資
源
並
び
に
主
要
な

眺
望
景
観
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る
期

間
、
時
期
及
び
時
間
帯

に
主
要
な
眺
望
景
観

に
係
る
環
境
影
響
を

的
確
に
把
握
で
き
る

時
期

主
要

な
人

と
自

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

事

業

の

立

地

及

び

林

道

の

存
在

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
人
と
自
然
と
の
触

れ
合
い
の
活
動
の
場
の

概
況

ロ
　
主
要
な
人
と
自
然

と
の
触
れ
合
い
の
活
動

の
場
の
分
布
、
利
用
の

状
況
及
び
利
用
環
境
の

状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
の
収
集
並
び
に
当
該

情
報
の
整
理
及
び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

四
　
調
査
地
点

人
と
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
の
場
の
特
性

を
踏
ま
え
て
調
査
地
域

に
お
け
る
主
要
な
人
と

自
然
と
の
触
れ
合
い
の

活
動
の
場
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る

地
点

五
　
調
査
期
間
等

人
と
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
の
場
の
特
性

を
踏
ま
え
て
調
査
地
域

に
お
け
る
主
要
な
人
と

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

主
要
な
人
と
自
然
と

の
触
れ
合
い
の
活
動

の
場
に
つ
い
て
、
分

布
又
は
利
用
環
境
の

改
変
の
程
度
を
踏
ま

え
た
事
例
の
引
用
又

は
解
析

二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場
の

特
性
を
踏
ま
え
て
主

要
な
人
と
自
然
と
の

触
れ
合
い
の
活
動
の

場
に
係
る
環
境
影
響

を
受
け
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る

地
域

三
　
予
測
対
象
時
期

等人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場
の

特
性
を
踏
ま
え
て
主

要
な
人
と
自
然
と
の

触
れ
合
い
の
活
動
の

場
に
係
る
環
境
影
響

を
的
確
に
把
握
で
き

る
時
期

自
然
と
の
触
れ
合
い
の

活
動
の
場
に
係
る
環
境

影
響
を
予
測
し
、
及
び

評
価
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
適
切
か
つ
効

果
的
に
把
握
で
き
る
期

間
、
時
期
及
び
時
間
帯

二
酸

化
炭

素

工

事

用

機

械

の

稼

働

等

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

建
設
機
械
、
車
両
等
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

建
設
機
械
、
車
両
等

の
稼
働
に
伴
い
発
生

す
る
二
酸
化
炭
素
の

排
出
に
関
す
る
計
算

二
　
予
測
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施

区
域

三
　
予
測
対
象
時
期

等工
事
期
間

放
射

線
の

量

造

成

等

の

工

事

に

よ

る

一

時

的

な

影

響

一
　
調
査
す
べ
き
情
報

イ
　
放
射
線
の
量
の

状
況

ロ
　
濁
度
又
は
浮
遊
物

質
量
及
び
そ
の
調
査
時

に
お
け
る
流
量
の
状
況

ハ
　
気
象
の
状
況

ニ
　
土
質
の
状
況

二
　
調
査
の
基
本
的
な

手
法

文
献
そ
の
他
の
資
料
及

び
現
地
調
査
に
よ
る
情

報
（
浮
遊
物
質
量
に
つ

い
て
は
、
環
境
基
本
法

第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境

基
準
に
規
定
す
る
浮
遊

物
質
量
の
測
定
の
方
法

に
用
い
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。
）
の
収
集
並
び

に
当
該
情
報
の
整
理
及

び
解
析

三
　
調
査
地
域

対
象
林
道
事
業
実
施
区

域
及
び
そ
の
周
辺
の

区
域

一
　
予
測
の
基
本
的

な
手
法

事
例
の
引
用
又
は
解

析二
　
予
測
地
域

調
査
地
域
の
う
ち
、

流
域
の
特
性
及
び
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り

の
変
化
の
特
性
を
踏

ま
え
て
土
砂
に
よ
る

水
の
濁
り
の
発
生
に

伴
う
放
射
線
に
係
る

環
境
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
地
域

三
　
予
測
地
点

流
域
の
特
性
及
び
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り

の
変
化
の
特
性
を
踏

ま
え
て
予
測
地
域
に

お
け
る
土
砂
に
よ
る

水
の
濁
り
の
発
生
に

伴
う
放
射
線
に
係
る

環
境
影
響
を
的
確
に

把
握
で
き
る
地
点

四
　
予
測
対
象
時
期

等工
事
に
伴
う
土
砂
に

よ
る
水
の
濁
り
の
発

11



四
　
調
査
地
点

流
域
の
特
性
及
び
土
砂

に
よ
る
水
の
濁
り
の
変

化
の
特
性
を
踏
ま
え
て

調
査
地
域
に
お
け
る
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り
の

発
生
に
伴
う
放
射
線
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
地
点

五
　
調
査
期
間
等

流
域
の
特
性
及
び
土
砂

に
よ
る
水
の
濁
り
の
変

化
の
特
性
を
踏
ま
え
て

調
査
地
域
に
お
け
る
土

砂
に
よ
る
水
の
濁
り
の

発
生
に
伴
う
放
射
線
に

係
る
環
境
影
響
を
予
測

し
、
及
び
評
価
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
適

切
か
つ
効
果
的
に
把
握

で
き
る
期
間
及
び
時
期

生
に
伴
う
放
射
線
に

係
る
環
境
影
響
が

大
と
な
る
時
期

備
考

一
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
重
要
な
地
形
及
び
地
質
」
、
「
重

要
な
種
」
及
び
「
重
要
な
種
及
び
群
落
」
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら
重
要
な
も
の
を

い
う
。

二
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
注
目
す
べ
き
生
息
地
」
と
は
、

学
術
上
又
は
希
少
性
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
生
息
地

若
し
く
は
地
域
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
注
目
す
べ
き
生
息
地
を
い
う
。

三
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
眺
望
点
」
と
は
、
不

特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
て
い
る
、
景
観
資
源
を

眺
望
す
る
場
所
を
い
う
。

四
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
眺
望
景
観
」
と
は
、

主
要
な
眺
望
点
か
ら
景
観
資
源
を
眺
望
す
る
場
合
の
眺

望
さ
れ
る
景
観
を
い
う
。

五
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場
」
と
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

利
用
し
て
い
る
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場

を
い
う
。

六
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
放
射
線
の
量
」
と
は
、
空
間

線
量
率
等
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

別
記
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）

別記様式（第十五条関係）

年 月 日

農林水産大臣　　殿

届出者
（代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地）

森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道
網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る第二種事業について、
環境影響評価法第四条第一項の規定により次のとおり届け出ます。

〔記載事項〕

３　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　第二種事業が実施されるべき区域の欄は、①当該第二種事業の起点及び終点
　の道県及び市町村の名称②当該第二種事業が実施されるべき区域が含まれる道
　県及び市町村の名称③当該第二種事業が実施されるべき区域及びその周囲の概
　況を記載するものとし、当該区域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付するこ
　と。

第二種事業の種類

森林法第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事
業のうち森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用
の項第六号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一
号（二）及び同項第二号（三）に規定する林道に係るもの

１　第二種事業の規模の欄は、当該第二種事業の林道の幅員及び長さについて、幅
　員はメートル、長さはキロメートルを単位として記載すること。

第二種事業の規模

第二種事業が実施され
るべき区域

第二種事業に係る技
術、工法その他の事業
の内容のうち同種の一
般的な事業と比べて特
に異なっていると認めら
れる事項

第二種事業概要等届出書

第二種事業の名称

第二種事業の目的
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